
　

2
0
2
0
年（
令
和
2
年
）

2
月
7
日　

、
東
京
都
計
量

（金）

検
定
所
2
階
会
議
室
A
、
B

で
適
正
計
量
管
理
主
任
者
養

成
講
習
会
（
流
通
関
係
）
を

開
催
し
た
。
受
講
者
は
東
京

都
内　

事
業
所　

名
で
あ
っ

15

30

た
。　

は
じ
め
に
計
量
管
理

研
究
部
会
の
小
林
部
会
長
に

よ
る
開
会
あ
い
さ
つ
が
あ

り
、
講
習
に
入
っ
た
。
講
習

内
容
は
以
下
の
と
お
り
。

　

計
量
法
の
あ
ら
ま
し
と
適

（1）正
計
量
管
理
事
業
所
制
度
に

つ
い
て
①
計
量
法
の
目
的
、

体
系
、
定
義
②
計
量
の
基
準

③
適
正
な
計
量
の
実
施
④
適

正
計
量
管
理
事
業
所
の
計
量

管
理
、
計
量
管
理
規
程
、
計

量
士
の
責
務
、
適
正
計
量
管

理
主
任
者
の
職
務
⑤
適
正
計

量
管
理
事
業
所
の
メ
リ
ッ
ト

と
罰
則
（
東
京
都
計
量
検
定

所
管
理
指
導
課
鈴
木
麗
子
課

長
代
理
）

　

筆
記
試
験
（
同
鈴
木
麗
子

（2）課
長
代
理
）

　

食
品
表
示
関
連
事
項
お
よ

（3）び
商
品
量
目
立
入
検
査
結
果

（
東
京
都
内
）に
つ
い
て（
同

鈴
木
麗
子
課
長
代
理
）

　

実
習
：
商
品
量
目
の
検
査

（4）方
法
（
東
京
都
計
量
協
会
計

量
管
理
研
究
部
会
計
量
士
7

名
）

　

講
習
終
了
後
、
東
京
都
計

量
検
定
所
の
鈴
木
麗
子
課
長

代
理
に
よ
る
筆
記
試
験
の
解

説
お
よ
び
講
評
と
筆
記
試
験

合
格
者
（
今
回
は
受
講
者
全

員
）
へ
の
認
定
書
授
与
が

あ
っ
た
。　

お
わ
り
に
、計
量

管
理
研
究
部
会
の
安
斎
副
部

会
長
に
よ
る
閉
会
あ
い
さ
つ

が
あ
り
、
2
0
1
9
年
度
適

正
計
量
管
理
主
任
者
養
成
講

習
会
（
流
通
関
係
）
は
無
事

終
了
し
た
。

活
渇

潟
潟
潟
潟
潟
潟
潟
潟
潟
潟
潟
潟
潟
潟
潟
潟
潟
潟
潟
潟

拡
撹

鈎
鈎
鈎
鈎
鈎
鈎
鈎
鈎
鈎
鈎
鈎
鈎
鈎
鈎
鈎
鈎
鈎
鈎
鈎
鈎
鈎
鈎
鈎
鈎
鈎
鈎
鈎
鈎
鈎
鈎
鈎
鈎

2
0
1
9
年
度（
令
和
元

年
度
）第
4
回
理
事
会

　
（
一
社
）東
京
都
計
量
協
会

は
、
2
0
1
9
年
度
（
令
和

元
年
度
）
第
4
回
理
事
会
を

2
0
2
0
年
（
令
和
2
年
）

1
月　

日
17

　

、　

時　

（金）

15

30

分
～　

時
17

に
、
ホ
テ
ル

グ
ラ
ン
ド
ヒ

ル
市
ヶ
谷
3

階
「
真
珠
の

間
」
で
開
催

し
た
。
出
席

者
は
理
事　
20

名
、
監
事
2

名
の
計　

名
22

が
出
席
し

た
。

【
議
題
】
①

令
和
元
年
度

関
ブ
ロ
（
群

馬
県
主
催
）の
報
告
②

2
0
1
9
年
度（
令
和

元
年
度
）「
都
民
計
量

の
ひ
ろ
ば
」報
告
③
同

年「
計
量
記
念
日
の
つ

ど
い
」
報
告
、
④
2
0

2
0
年
度（
令
和
2
年

度
）
予
算
要
求
、
⑤
計

量
協
会
日
程
説
明
等

を
お
こ
な
っ
た
。

【
会
長
あ
い
さ
つ
】出

前
計
量
教
室
な
ど
普

及
啓
発
に
重
点
を
お

き
、さ
ら
に
推
進
し
て
い
く
。

新
年
賀
詞
交
歓
会

　

理
事
会
終
了
後
の　

時
～

17

　

時
、
恒
例
の
新
年
賀
詞
交

19歓
会
を
同
ホ
テ
ル
3
階
「
珊

瑚
の
間
」
で
開
催
、
関
係
機

関
、
検
定
所
等
の
来
賓
を
含

め
、
出
席
者　

名
で
新
年
を

47

祝
っ
た
。

【
式
次
第
】
▽
開
会
あ
い
さ

2
0
1
9
年
度（
令
和
元
）年
度

第
4
回
理
事
会
、新
年
賀
詞
交
歓
会
開
催

1
月　

日
、ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
ド
ヒ
ル
市
ヶ
谷
で 

17

都計協

つ
＝
清
宮
貞
雄
会
長
▽
来
賓

祝
辞
＝
荒
木
誠
東
京
都
計
量

検
定
所
長
▽
祝
杯
＝
村
松
徳

治
日
本
計
量
振
興
協
会
常
務

理
事
▽
中
締
め
＝
小
川
弘
副

会
長

適
正
計
量
管
理
主
任
者

養
成
講
習
会

2
月
7
日
、東
京
都
計
量
検
定
所
で

講師：鈴木麗子課長代理（2019年度）

実習：計量管理研究部会計量士（2019年度）
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◇
ひ
ょ
う
量
が
2
5
0　

以
kg

下
の
は
か
り

▽
荒
川
区
4
月
1
日
～
5
月

8
日
▽
目
黒
区
4
月
1
日
～

5
月　

日
▽
中
野
区
4
月
6

26

日
～
5
月　

日
▽
大
島
町
5

25

月　

日
～
5
月　

日
▽
利
島

11

15

村
5
月　

日
～
5
月　

日

11

15

▽
新
島
村
5
月　

日
～
5

11

月　

日
▽
神
津
島
村
5
月

14

　

日
～
5
月　

日
▽
瑞
穂

11

14

町
5
月　

日
～
5
月　

日

19

28

▽
檜
原
村
5
月　

日
～
5

27

月　

日
▽
奥
多
摩
町
5
月

28

　

日
～
6
月
2
日
▽
日
の

27出
町
6
月
1
日
～
6
月
4

日
▽
羽
村
市
6
月
1
日
～

6
月　

日
▽
青
梅
市
6
月

10

3
日
～
7
月
3
日
▽
あ
き
る

野
市
6
月
5
日
～
6
月　

日
19

▽
昭
島
市
6
月　

日
～
7
月

11

2
日
▽
福
生
市
6
月　

日
～

22

7
月
2
日
▽
国
立
市
7
月
3

日
～
7
月　

日
▽
立
川
市
7

14

月
3
日
～
8
月
7
日
▽
国
分

寺
市
7
月
6
日
～
7
月　

日
22

▽
武
蔵
村
山
7
月　

日
～
7

15

月　

日
▽
小
笠
原
村
7
月　

30

27

日
～
7
月　

日
▽
東
大
和
市

31

7
月　

日
～
8
月　

日
▽
西

27

20

東
京
市
8
月
3
日
～
9
月
4

日
▽
清
瀬
市
8
月　

日
～
9

17

月
1
日
▽
小
平
市
8
月　

日
24

～
9
月　

日
▽
大
田
区
9
月

14

2
日
～　

月
4
日
▽
東
久
留

12

米
市
9
月
7
日
～
9
月　

日
18

▽
北
区
9
月　

日
～　

月

16

11

4
日
▽
東
村
山
市
9
月　
23

日
～　

月　

日
▽
武
蔵
野

10

13

市　

月　

日
～　

月
9
日

10

14

11

▽
江
東
区　

月
6
日
～
1

11

月　

日
▽
足
立
区　

月　

18

11

10

日
～
2
月
5
日
▽
世
田
谷

区　

月
7
日
～
3
月　

日

12

26

▽
杉
並
区
1
月　

日
～
3

19

月　

日
▽
墨
田
区
2
月
8

26
日
～
3
月　

日
29

◇
ひ
ょ
う
量
が
2
5
0　

を
kg

超
え
2
ｔ
以
下
の
は
か
り
及

び
都
が
指
定
し
た
事
業
所
で

使
用
す
る
は
か
り

▽
中
野
区
、
渋
谷
区
、
荒
川

区
4
月
1
日
～
5
月　

日
15

▽
奥
多
摩
町
、
瑞
穂
町
、
青

梅
市
4
月　

日
～
6
月
5
日

27

▽
あ
き
る
野
市
、日
の
出
町
、

羽
村
市
、
福
生
市
、
昭
島
市

5
月　

日
～
7
月
3
日
▽
国

25
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分
寺
市
、
武
蔵
村
山
市
、
東

久
留
米
市
、
東
大
和
市
、
清

瀬
市
、
国
立
市
、
東
村
山
市
、

立
川
市
6
月　

日
～
8
月
7

15

日
▽
小
平
市
、
武
蔵
野
市
、

西
東
京
市
7
月
6
日
～
8
月

　

日
▽
北
区
、
足
立
区
8
月

28

　

日
～　

月
9
日
▽
大
田

17

10

区
、
江
東
区
9
月　

日
～
1

14

月　

日
▽
墨
田
区
、杉
並
区
、

28
世
田
谷
区
1
月　

日
～
3
月

12

　

日
29◇

ひ
ょ
う
量
が
2
ｔ
を
超
え

る
は
か
り

▽
八
王
子
市
、
昭
島
市
、
府

中
市
4
月　

日
～
5
月　

日

20

29

▽
町
田
市
、
日
野
市
、
東
多

摩
市
、
稲
城
市
、
小
金
井
市

6
月
1
日
～
6
月　

日
▽
府

30

中
市
、
三
鷹
市
、
狛
江
市
、

中
野
区
、
新
宿
区
6
月
3
日

～
6
月　

日
▽
杉
並
区
、
世

28

田
谷
区
、
港
区
、
千
代
田
区
、

中
央
区
、
渋
谷
区
、
目
黒
区
、

台
東
区
7
月
1
日
～
7
月　
31

日
▽
練
馬
区
、
江
戸
川
区
8

月
3
日
～　

月　

日
▽
板
橋

10

30

区
、
北
区
、
文
京
区
、
豊
島

区　

月
2
日
～　

月　

日
▽

11

12

25

墨
田
区
、
江
東
区
1
月　

日
12

～
3
月　

日
29

◇
環
境
計
量
器
の
計
量
証
明

検
査

▽
騒
音
計
5
月　

日
～
8
月

12

　

日
▽
振
動
レ
ベ
ル
計
9
月

281
日
～　

月
9
日
▽
大
気
濃

10

度
計　

月
2
日
～　

月　

日

11

12

11

▽
ガ
ラ
ス
電
極
式
水
素
イ
オ

ン
濃
度
計
指
示
部
1
月　

日
12

～
2
月　

日 
12

◇
皮
革
面
積
計
の
定
期
検
査

お
よ
び
計
量
証
明
検
査  

　

月　

日
～　

月　

日

10

12

10

23
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（
一
社
）計
量
器
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
協
会
は
、
令
和
元
年

度
第
3
回
目
の
技
術
研
修
会

を
3
月　

日
に
開
催
す
る
た

10

め
準
備
を
進
め
て
い
た
が
、

今
般
の
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ

ル
ス
」
の
感
染
拡
大
対
策
お

よ
び
予
防
の
た
め
開
催
の
延

期
を
決
め
た
。

　

今
回
は
、
計
量
法
の
改
正

に
と
も
な
い
民
間
に
よ
る

「
指
定
検
定
機
関
」
へ
の
参

入
が
始
ま
る
中
、
い
ち
早
く

燃
料
油
計
に
つ
い
て
「
器
差

検
定
を
中
心
と
し
た
指
定
検

定
機
関
」
の
指
定
を
受
け
た

　

タ
ツ
ノ
検
定
セ
ン
タ
ー
よ

（株）り
講
師
を
お
招
き
し
て
講
演

を
お
願
い
す
る
。
講
演
の

テ
ー
マ
は
①
「
器
差
検
定
を

中
心
と
し
た
指
定
検
定
機
関

の
体
制
に
つ
い
て
」
②
「
タ

ツ
ノ
の
水
素
イ
ン
フ
ラ
整
備

に
向
け
た
取
り
組
み
」
の
2

部
構
成
。

　

同
社
は
1
9
1
1
年
の
創

業
で
、
1
9
1
9
年
に
日
本

で
初
め
て
ガ
ソ
リ
ン
計
量
機

の
製
作
に
成
功
し
以
来
、
ガ

ソ
リ
ン
計
量
機
の
製
造
販
売

を
事
業
の
柱
と
し
て
モ
ー
タ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
共
に
成
長

を
遂
げ
て
い
る
企
業
だ
。「
燃

料
を
正
確
に
計
る
」「
安
全
で

安
心
な
給
油
」
を
モ
ッ
ト
ー

に
、
ガ
ソ
リ
ン
だ
け
で
な
く

L
P
G
、
C
N
G
、
L
N
G

そ
し
て
水
素
の
充
填
を
お
こ

な
う
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
の
開

発
も
お
こ
な
っ
て
い
る
。
今

回
、
経
済
産
業
大
臣
の
指
定

を
受
け
た
「
器
差
検
定
を
中

心
と
し
た
指
定
検
定
機
関
」

の
検
定
セ
ン
タ
ー
と
し
て
事

業
概
要
は
以
下
の
と
お
り
と

な
っ
て
い
る
。

　

検
定
の
対
象
計
量
器
と
検

（1）定
有
効
期
間
：
自
動
車
等
給

油
メ
ー
タ
ー　

7
年

　

検
定
の
対
象
エ
リ
ア
：
関

（2）

東
・
甲
信
越
ブ
ロ
ッ
ク
（
1

都
9
県
）

　

事
業
所
の
所
在
地
：　

タ

（3）

（株）

ツ
ノ
検
定
セ
ン
タ
ー
（
神
奈

川
県
横
浜
市
栄
区
笠
間
4－

1－

1
）

　

検
定
を
希
望
す
る
者
は
、

検
定
依
頼
書
等
に
必
要
事
項

を
記
入
の
上
、
同
検
定
セ
ン

タ
ー
に
申
し
込
み
、
検
定
日

等
を
調
整
後
、
設
置
場
所
で

検
定
を
受
け
る
。
検
定
手
数

料
は
、
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
、

自
動
車
等
給
油
メ
ー
タ
ー
共

に
4
9
0
0
円
／
流
量
計
と

な
っ
て
い
る
。
別
途
、
設
置

場
所
ま
で
の
往
復
の
燃
料
費

や
、
出
張
に
伴
う
交
通
費
お

よ
び
宿
泊
費
等
の
負
担
が
あ

る
の
で
遠
隔
地
の
場
合
は
確

認
が
必
要
だ
。

　

計
量
法
に
お
け
る
「
指
定

検
定
機
関
」
と
は
、
産
業
技

術
総
合
研
究
所
、
都
道
府
県

知
事
、
日
本
電
気
計
器
検
定

所
に
並
び
特
定
計
量
器
の
検

定
等
を
お
こ
な
う
機
関
で
あ

る
。　

タ
ツ
ノ
検
定
セ
ン

（株）

タ
ー
は
2
0
1
9
年
7
月
に

民
間
と
し
て
日
本
初
の
認
定

計
量
器
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
協
会

令
和
元
年
第
3
回
技
術
研
修
会

開
催
延
期
の
お
知
ら
せ

を
受
け　

月
よ
り
業
務
を
開

10

始
し
て
い
る
。
今
後
は
、
検

定
品
の
修
理
後
に
も
一
貫
し

て
自
社
で
検
定
を
お
こ
な
う

こ
と
が
可
能
と
な
り
、
S
S

の
営
業
停
止
時
間
の
短
縮
や

業
務
の
効
率
化
に
つ
な
が
る

と
期
待
さ
れ
て
い
る
。
一
方

で
、
自
動
は
か
り
に
お
い
て

も
「
指
定
検
定
機
関
」
へ
の

参
入
を
受
け
付
け
て
い
る

が
、
現
在
の
と
こ
ろ
新
た
に

認
定
を
受
け
た
機
関
は
ま
だ

無
い
。
今
後
、
各
地
域
計
量

協
会
や
自
動
は
か
り
の
製
造

メ
ー
カ
ー
等
が
申
請
を
す
る

も
の
思
わ
れ
る
が
、
自
動
は

か
り
の
検
定
制
度
運
用
を
滞

り
な
く
進
め
る
う
え
で
、
認

定
申
請
の
動
き
に
注
目
し
て

い
き
た
い
。

　

今
回
の
講
演
は
い
ち
早
く

検
定
セ
ン
タ
ー
を
稼
働
す
る

同
セ
ン
タ
ー
の
事
例
等
を
お

聞
き
し
な
が
ら
「
指
定
検
定

機
関
」に
つ
い
て
勉
強
す
る
。

参
加
希
望
者
は
、
後
日
配
布

す
る
参
加
申
込
書
に
記
入
の

う
え
当
協
会
事
務
局
宛
に
ご

提
出
く
だ
さ
い
。

2
0
2
0
年
度 

は
か
り
定
期
検
査
等
の

予
定
に
つ
い
て



東
京
計
量
士
会

設
立　

周
年
記
念
式

20

典
・
新
年
交
歓
会

　

2
0
2
0
年（
令
和
2
年
）

1
月　

日　

に
リ
ュ
ド
ヴ
ィ

24

（金）

ン
テ
ー
ジ
目
白
に
お
い
て
、

東
京
計
量
士
会
「
設
立　

周
20

年
記
念
式
典
・
新
年
交
歓
会
」

が
開
催
さ
れ
た
。

　

2
0
0
0
年（
平
成　

年
）

12

4
月
1
日
に
、　

日
本
計
量

（社）

士
会
が　

日
本
計
量
協
会
、

（社）

　

計
量
管
理
協
会
と
統
合

（社）し
、　

日
本
計
量
振
興
協
会

（社）

が
発
足
し
た
の
を
機
に
、　
（社）

日
本
計
量
士
会
東
京
支
部
か

ら
新
た
に
東
京
計
量
士
会
と

し
て
歩
み
初
め
、
2
0
2
0

年
（
令
和
2
年
）
4
月
1
日

で
、
設
立　

周
年
を
迎
る
。

20

　

式
典
時
に
、「
設
立　

周
年

20

の
あ
ゆ
み－

平
成
か
ら
令
和

へ－

」
と
題
し
た
、
東
京
計

量
士
会
の
生
い
立
ち
や
活
動

内
容
等
が
記
載
さ
れ
て
い
る

記
念
誌
が
配
布
さ
れ
た
。

　

小
林
会
長
の
あ
い
さ
つ
の

後
、
設
立　

周
年
実
行
委
員

20

長
で
あ
る
大
岡
副
会
長
か
ら

あ
い
さ
つ
が
あ
り
、
記
念
式

典
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
設
立

　

周
年
を
記
念
し
て
、
功
労

20

者
表
彰
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

当
会
入
会
以
来
永
き
に
亘
り

在
籍
し
、
当
会
の
発
展
に
大

き
く
貢
献
し
た
正
会
員
8
名

お
よ
び
賛
助
会
員
2
名
の
方

に
小
林
会
長
か
ら
表
彰
状
お

よ
び
記
念
品
が
授
与
さ
れ

た
。

　

表
彰
さ
れ
た
方
々
は
次
の

と
お
り
。

正
会
員
の
部

安
斎
正
一
様

中
村
四
郎
様

檜
林　

功
様

大
岡
紀
美
子
様

田
中
克
尚
様

稲
葉
千
代
吉
様

徳
美
恵
子
様

長
野
暢
夫
様

賛
助
会
員
の
部

　

東
亜
計
器
製
作
所
代
表
取

（株）締
役
社
長
横
山
守
二
様

　

横
田
計
器
製
作
所
代
表
取

（株）締
役
社
長
横
田
賢
次
郎
様

　

表
彰
の
後
、
来
賓
の
方
々

の
紹
介
が
あ
り
、
来
賓
者
を

代
表
し
て
、
東
京
都
計
量
検

定
所
の
荒
木
所
長
と（
一
社
）

日
本
計
量
振
興
協
会
河
住
専

務
理
事
か
ら
祝
辞
を
い
た
だ

き
、
東
京
計
量
士
会
設
立　
20

周
年
記
念
式
典
が
終
了
し

た
。

　

そ
の
後
、
引
き
続
き
、
令

和
2
年
新
年
交
歓
会
が
お
こ

な
わ
れ
た
。
小
林
会
長
に
よ

る
あ
い
さ
つ
、
東
京
都
計
量

協
会
の
清
宮
会
長
に
よ
る
乾

杯
の
音
頭
で
新
年
交
歓
会
が

ス
タ
ー
ト
し
た
。
時
間
の
過

朝
礼
や
メ
ー
ル
で
の
周
知
、

計
量
器
の
点
検
整
備
、
量
目

検
査
の
実
施
、
巡
回
等
に
よ

る
計
量
指
導
な
ど
だ
っ
た
。

　

こ
の
ほ
か
の
関
連
事
業
と

し
て
は
、
2
0
1
9
年
（
令

和
元
年
）
7
月　

日
「
適
正

12

計
量
管
理
主
任
者
養
成
講
習

会（
製
造
業
）」　

社　

名
、2

12

34

0
1
9
年
（
令
和
元
年
）　
11

月　

日
「
適
正
計
量
管
理
主

26
任
者
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
講
習

会
」　

社　

名
、
2
0
2
0

27

36

年
（
令
和
2
年
）
2
月
7
日

「
適
正
計
量
管
理
主
任
者
養

成
講
習
会
（
流
通
業
）」　

社
16

　

名
を
実
施
し
た
。

30
　

ま
た
、
2
0
2
0
年
（
令

和
2
年
）
3
月
3
日
に
は
、

「
計
量
技
術
講
習
会
」
を
開

　

本
年
度
も
、
計
量
法
施
行

規
則
第　

条
に
基
づ
く
2
0

96

1
9
年
度
（
令
和
元
年
度
）

（
平
成　

年
4
月
1
日
か
ら

31

令
和
2
年
3
月
末
日
ま
で
）

の
報
告
書（
年
度
事
業
実
績
）

の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

対
象
事
業
者
お
よ
び
連
絡
先

は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
報
告
対
象
者
・
担
当
部
署

連
絡
先
（
電
話
0
3－

5
6

1
7
以
下
の
下
4
桁
を
記

載
）】

○
届
出
製
造
事
業
者
・
指
定

製
造
者
・
届
出
修
理
事
業
者
・

家
庭
用
特
定
計
量
器
輸
入
事

業
者
・
計
量
証
明
事
業
者（
一

般
）・
適
正
計
量
管
理
事
業

所
：
管
理
指
導
課
指
導
担
当

（
6
6
2
7
／
6
6
3
5
）

○
代
検
査
を
お
こ
な
う
計
量

士
：
検
査
課
計
画
担
当
（
6

6
3
8
）

○
計
量
証
明
事
業
者
（
環

境
）：
検
査
課
環
境
計
量
器

検
査
担
当
（
6
6
3
9
）

　

な
お
、
報
告
書
の
様
式
お

よ
び
記
入
要
領
等
は
、
3
月

中
旬
頃
郵
送
い
た
し
ま
す
の

で
、
4
月
末
日
ま
で
に
ご
報

告
く
だ
さ
い
。

　

計
量
記
念
日
関
連
の
事
業

と
し
て
、　

月
を
計
量
管
理

11

強
調
月
間
と
し
、
適
正
計
量

管
理
事
業
所
お
よ
び
自
主
計

量
管
理
に
努
め
る
大
規
模
小

売
店
の
協
力
の
下
、
従
業
員

へ
の
適
正
計
量
の
普
及
啓
発

に
取
り
組
み
、　

月
に
は　

12

47

事
業
者
か
ら
報
告
が
あ
っ

た
。

　

主
な
取
り
組
み
内
容
は
、

ポ
ス
タ
ー
や
標
語
の
掲
示
、

体
の
1
・
8
％
で
あ
っ
た
。

〔
内
容
量
が
不
足
し
た
理

由
〕

　

商
品
の
表
示
量
に
容
器
類

や
、
た
れ
や
わ
さ
び
の
小
袋

（
添
え
物
）
の
重
さ
を
含
め

て
い
た
も
の
が
全
体
の
7
割

弱
を
占
め
て
い
た
。
ま
た
、

乾
燥
に
よ
る
減
量
が
3
割
弱

と
な
っ
た
。

【
内
容
量
不
足
の
主
な
発
生

要
因
】

▽
大
き
さ
や
材
質
の
異
な
る

容
器
に
変
え
た
が
、
は
か
り

の
設
定
を
変
更
し
て
い
な

か
っ
た
。

▽
表
示
量
か
ら
添
え
物
の
重

さ
を
引
き
忘
れ
て
し
ま
っ

た
。

▽
正
し
く
計
量
し
て
い
た

が
、
乾
燥
が
進
み
や
す
い
商

品
ま
た
は
乾
燥
し
や
す
い
環

境（
屋
外
に
陳
列
等
）で
あ
っ

た
た
め
、
時
間
経
過
と
と
も

に
減
量
し
て
し
ま
っ
た
。

〔
不
適
正
事
業
所
の
割
合
〕

表
示
量
よ
り
不
足
し
て
い
た

商
品
数
が
、
事
業
所
ご
と
の

検
査
商
品
総
数
に
対
し
て
5

％
を
超
え
て
い
た
不
適
正
事

業
所
に
つ
い
て
は
、
検
査
を

お
こ
な
っ
た
1
5
6
事
業
所

の
う
ち　

事
業
所
で
、
全
体

18

　

東
京
都
計
量
検
定
所
で

は
、　

月
1
日
か
ら　

月
9

11

12

日
ま
で
、
都
内
の
ス
ー
パ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト
、一
般
小
売
店
、

パ
ッ
ク
商
品
を
製
造
・
出
荷

す
る
事
業
所（
食
品
製
造
所
）

な
ど
1
5
6
事
業
所
に
対

し
、
食
肉
、
魚
介
、
野
菜
、

惣
菜
等
の
内
容
量
を
表
示
し

て
販
売
さ
れ
て
い
る
商
品
7

7
2
3
点
に
つ
い
て
、
計
量

法
に
基
づ
き
、
内
容
量
と
表

示
の
検
査
を
実
施
し
た
。

〔
検
査
の
結
果
〕

　

表
示
さ
れ
た
内
容
量
が
、

計
量
法
で
定
め
ら
れ
た
誤
差

の
範
囲
を
超
え
て
不
足
し
て

い
た
商
品
は
、
検
査
を
お
こ

な
っ
た
全
商
品
数
7
7
2
3

点
の
う
ち
1
4
2
点
で
、
全

2
0
1
9
年
度（
令
和
元
年
度
）

年
末
期
の
商
品
量
目
立
入
検
査
結
果

適
正
計
量
管
理
推
進
の
取
り
組
み

3
月
3
日「
計
量
技
術
講
習
会
」開
催

図2 内容量不足があった商品の理由別割合

検定所

図1 内容量不足があった商品の割合の推移

部
会
・
団
体

だ
よ
り

東
京
都
計
量
検
定
所

年
度
事
業
報
告
の
お
願
い 

図3 不適正事業所の割合の推移

（第三種郵便物認可）（9） 2020年（令和 2年）3月1日（日）第3277・78号

の　

・
5
％
で
あ
っ
た
。

11
〔
検
査
対
象
事
業
所
へ
の
対

応
〕

【
検
査
現
場
で
の
指
導
】

　

計
量
法
で
定
め
る
誤
差
を

超
え
て
内
容
量
が
不
足
し
て

い
た
商
品
が
あ
っ
た
場
合

は
、
店
頭
に
並
ん
で
い
る
同

一
の
商
品
す
べ
て
に
つ
い
て

再
計
量
の
指
示
を
お
こ
な
っ

た
。

【
今
後
の
指
導
】

　

不
適
正
事
業
所
に
対
し
て

は
、
再
度
立
入
検
査
を
実
施

し
、
改
善
状
況
の
確
認
を
お

こ
な
う
と
と
も
に
、
改
善
が

見
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
は
計

量
法
に
基
づ
き
、
勧
告
、
事

業
者
名
の
公
表
、
改
善
命
令

等
の
措
置
を
お
こ
な
う
。

　

検
査
結
果
の
詳
細
に
つ
い

て
は
、
生
活
文
化
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（
東
京
く
ら
し
W
E

B
）
の
東
京
都
計
量
検
定
所

の
頁
に
掲
載
し
て
い
る
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】東
京
都
計

量
検
定
所
検
査
課
＝
電
話
0

3－

5
6
1
7－

6
6
2
8

ぎ
る
の
が
早
く
、
あ
っ
と
言

う
間
に
、
終
了
の
時
刻
に
な

り
、
増
永
福
会
長
の
大
締
め

と
桑
山
副
会
長
の
謝
辞
で
盛

大
の
う
ち
に
新
年
交
歓
会
が

終
了
し
た
。

お
知
ら
せ
と
お
願
い

　

こ
の「
特
集
・
と
う
き
ょ
う

の
計
量
」は
隔
月（
偶
数
月
）に

発
行
し
、東
京
都
計
量
協
会
の

会
報
に
代
わ
る
も
の
と
し
て

全
会
員
に
配
布
し
て
お
り
ま

す
。会
員
皆
様
の
ご
投
稿
・
ご

意
見
・
ご
質
問
の
ほ
か
、
各

部
会
等
の
動
き
な
ど
是
非
お

寄
せ
下
さ
る
よ
う
、
ご
支
援

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
編
集
委
員
（　

音
順
）】

50

▽
石
井
康
二
▽
高
田
慎
吾
▽

高
松
宏
之
▽
竹
内
芳
和
▽
竹

添
雅
雄
▽
田
中
正
憲
▽
奈
良

広
一
▽
山
本
研
一
▽
横
山
守

二
▽
吉
田
勝

（
一
社
）
東
京
都
計
量
協
会

緯

0
3
―
6
6
6
6
―

8
9
6
0

日
本
硝
子
計
量
器

工
業
協
同
組
合

2
0
1
9
年　

月
▽
6
日
＝

12

理
事
会
開
催
。　

月
理
事
会

11

議
事
録
の
確
認
、
月
次
会
計

報
告
、
自
動
車
保
険
情
報

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
つ
い
て
、

産
総
研
、
法
定
計
量
試
験
検

査
等
の
申
請
書
類
受
付
一
時

停
止
に
つ
い
て
、
会
議
・
総

会
日
程
に
つ
い
て
。
忘
年
会

開
催
。
▽　

日
＝
東
京
都
計

10

量
協
会
運
営
委
員
会
出
席
。

▽　

日
＝
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
代

13
表
者
会
議
出
席
。

2
0
2
0
年
1
月
▽
8
日
＝

日
本
計
量
振
興
会
賀
詞
交
歓

会
出
席
。
▽
9
日
＝
東
京
都

中
小
企
業
団
体
中
央
会
賀
詞

交
歓
会
出
席
。
▽　

日
＝
日

15

本
計
量
機
器
工
業
連
合
会
代

表
者
懇
談
会
出
席
。
▽　

日
17

＝
東
京
都
計
量
協
会
理
事
会

出
席
。
東
京
都
計
量
協
会
賀

詞
交
歓
会
出
席
。
▽　

日
＝

24

東
京
計
量
士
会
新
年
交
歓
会

出
席
。
▽　

日
＝
新
年
会
を

30

ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
ド
ヒ
ル
市
ヶ

谷
で
開
催
。
経
済
産
業
省
、

産
業
技
術
総
合
研
究
所
、
日

本
計
量
機
器
工
業
連
合
会
、

日
本
計
量
振
興
会
、
東
京
都

計
量
協
会
、
東
京
都
中
小
企

業
団
体
中
央
会
、
東
京
計
量

士
会
、
日
本
計
量
新
報
社
、

テ
ク
ノ
サ
プ
ラ
イ
の
来
賓
を

迎
え
開
催
し
た
。
理
事
長
の

年
頭
あ
い
さ
つ
、
来
賓
の
あ

い
さ
つ
（
経
済
産
業
省
）、
乾

杯
の
後
懇
談
で
親
睦
を
深
め

た
。
後
半
は
恒
例
と
な
っ
た

ビ
ン
ゴ
ゲ
ー
ム
を
楽
し
み
、

各
位
景
品
を
持
ち
帰
っ
て
い

た
だ
い
た
。

催
す
る
。こ
の
講
習
会
で
は
、

近
年
技
術
基
準
が
改
正
さ
れ

た
電
力
量
計
に
関
す
る
知
識

を
習
得
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
電
力
量
計
の
検
定
を

実
施
し
て
い
る
日
本
電
気
計

器
検
定
所
を
訪
問
し
、
検
定

設
備
や
校
正
関
連
施
設
を
見

学
す
る
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】
東
京
都

計
量
検
定
所
管
理
指
導
課
指

導
担
当
＝
電
話
0
3－

5
6

1
7－

6
6
3
5

「
代
検
査
業
務
連

絡
会
議
」開
催
の

お
知
ら
せ

　

東
京
都
内
で
代
検
査
業
務

を
お
こ
な
っ
て
い
る
計
量
士

を
対
象
に
以
下
の
日
程
に
て

連
絡
会
議
を
開
催
す
る
。

【
開
催
日
時
】

2
0
2
0
年
（
令
和
2
年
）

3
月　

日　

、　

時
～　

時

13

（金）

15

17

【
場
所
】

東
京
都
計
量
検
定
所
2
階
会

議
室
A

【
議
題
】

①
代
検
査
実
績
に
つ
い
て
、

②
来
年
度
定
期
検
査
日
程
に

つ
い
て
、
③
そ
の
他

【
問
い
合
わ
せ
先
】

東
京
都
計
量
検
定
所
検
査
課

計
画
担
当
＝
電
話
0
3－

5

6
1
7－

6
6
3
8

計量計測関連の最新・先端情報を発信

計量計測データバンク

衛

疫

鋭

益

詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠

詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠

液
液
液
液
液
液
液

液
液
液
液
液
液
液



『
適
合
性
評
価
結
果

の
受
け
入
れ
と
C
B

ス
キ
ー
ム
』　(上)

　

前
回
に
お
い
て
、
同
一
対

象
に
対
し
て
、
国
境
を
ま
た

ぐ
と
き
の
適
合
性
評
価
活
動

の
重
複
を
不
要
と
し
、
適
合

性
評
価
の
結
果
の
国
際
的
な

受
け
入
れ
を
推
進
す
る
メ
カ

ニ
ズ
ム
と
し
て
認
定
機
関
を

紹
介
し
た
。
認
定
機
関
の
重

要
な
機
能
が
、
試
験
結
果
に

つ
い
て
は
国
際
試
験
所
認
定

会
議
相
互
承
認
協
定(In

te

rn
ation

alL
ab
orator

y
A
ccre

d
itatio

n
C
o

n
fe
re
n
c
e
-
M
u
tu
a
l

R
e
co
g
n
itio
n
A
rran

g
em
en
t,
以
下
IL
A
C
-

M
R
A
)  

あ
る
い
は
認
証
結

果
に
つ
い
て
は
、
国
際
認
定

フ
ォ
ー
ラ
ム
国
際
相
互
承
認

協
定(In

tern
ation

alA

c
c
re
d
ita
tio
n
F
o
ru

m
-
M
u
ltilate

ralR
e

co
g
n
itio
n
A
rran

g
e

m
e
n
t
以
下
IA
F
-M
L

A
)

を
通
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル

に
受
け
入
れ
ら
れ
る
所
に
あ

る
と
し
た
。
し
か
し
現
実
に

お
い
て
は
、「
＊
＊
国
の
規
制

ス
キ
ー
ム
が
認
定
試
験
所
の

結
果
を
要
求
す
る
よ
う
に

な
っ
た
」
な
ど
と
い
っ
た
、

平
た
く
言
う
と
規
制
当
局
が

I
L
A
C−

M
R
A
の
価

値
を
認
め
た
と
い
う
ニ
ュ
ー

ス
が
認
定
の
分
野
で
注
目
さ

れ
る
状
況
で
あ
り
、
認
定
機

関
の
認
定
を
受
け
れ
ば
試
験

な
ど
の
適
合
性
評
価
の
結
果

を
全
世
界
で
認
め
て
も
ら
え

る
よ
う
に
な
る
に
は
ま
だ
時

間
が
か
か
る
と
も
述
べ
た
。

　

今
回
と
次
回
は
、
別
の
ア

プ
ロ
ー
チ
で
特
に
規
制
の
分

野
で
成
功
し
て
い
る
「
C
B

ス
キ
ー
ム
」
に
つ
い
て
述
べ

る
こ
と
に
す
る
。
C
B
ス

キ
ー
ム
と
は
国
際
電
気
標
準

会
議（In

tern
ation

alE

le
ctro

te
ch
n
icalC

o

m
m
issio

n
以
下
IE

C

）
に
よ
り
運
営
さ
れ
る
ス

キ
ー
ム
で
あ
り
、
そ
の
目
的

は
、
1
つ
の
規
格
、
1
回
の

試
験
に
よ
る
世
界
的
な
受
け

入
れ
「O

n
e
stan
dard,

o
n
e
te
st
p
e
rfo
rm
e
d

an
y
w
h
e
re
,
acce

p
te

d
e
v
e
ry
w
h
e
re

」
で
あ

る
。
I
E
C
は
代
表
的
な
国

際
標
準
化
機
関
と
し
て
多
く

の
国
際
規
格
を
発
行
し
て
い

る
機
関
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

目
標
に
「
O
n
e 
s
t
a
n

d
a
r
d
」
が
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
は
当
然
と
言
え
る
。

　

こ
の
ス
キ
ー
ム
の
目
的
は

規
制
の
分
野
で
の
技
術
的
障

壁
の
除
去
で
あ
る
。
製
品
を

使
用
す
る
消
費
者
を
製
品
事

故
か
ら
守
る
こ
と
は
国
の
責

任
の
1
つ
で
あ
り
、
各
国
政

府
は
安
全
の
分
野
に
お
い
て

様
々
な
規
制
を
か
け
る
こ
と

に
な
る
。
そ
の
時
に
各
国
が

ま
っ
た
く
ば
ら
ば
ら
に
規
制

す
れ
ば
、
国
別
に
試
験
規
格

が
少
し
ず
つ
異
な
っ
て
し
ま

い
、
製
品
の
輸
出
先
の
国
ご

と
に
試
験
の
繰
り
返
し
が
発

生
し
、
市
場
の
拡
大
が
国
境

で
阻
害
さ
れ
る
。
こ
の
問
題

に
取
り
組
む
べ
く
、
世
界
貿

易
機
構
に
お
い
て
国
際
的
協

定
で
あ
る
「
貿
易
の
技
術
的

障
害
に
関
す
る
協
定
（
以
下

W
T
O−

T
B
T
）」
が
1

9
9
5
年
に
成
立
し
た
。
そ

の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る

が
、
国
際
規
格
が
あ
る
と
き

に
国
内
規
格
を
策
定
す
る
と

き
は
国
際
規
格
を
基
礎
と
す

る
こ
と
、
ま
た
規
制
の
と
き

は
国
際
手
順
を
尊
重
す
る
こ

と
、
な
ど
が
今
回
の
話
題
に

深
く
関
連
し
て
い
る
項
目
で

あ
る
。

　

し
か
し
実
は
、
年
表
に
あ

る
よ
う
に
欧
州
で
は
同
趣
旨

の
ス
キ
ー
ム
が
そ
れ
以
前
か

ら
運
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

が
I
E
C
に
統
合
さ
れ
た
の

が
W
T
O−

T
B
T
協
定

発
効
の　

年
も
前
で
あ
る
。

10

む
し
ろ　

年
以
上
か
け
て
C

10

B
ス
キ
ー
ム
を
世
界
に
認
知

さ
せ
国
際
協
定
に
昇
格
さ
せ

た
と
い
っ
た
方
が
実
態
に
近

い
か
も
し
れ
な
い
。
認
定
制

度
に
よ
る
国
際
的
な
受
け
入

れ
が
始
ま
る
2
0
0
0
年
前

後
よ
り
ず
っ
と
前
に
C
B
ス

キ
ー
ム
あ
る
い
は
そ
の
前
身

は
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。

〈
C
B
ス
キ
ー
ム
関
連
年
表
〉

1
9
8
5

C
E
E
（
そ
の
当
時
）
の
ス

キ
ー
ム
が
I
E
C
に
統
合

1
9
9
5

W
T
O−

T
B
T
協
定
発

効1
9
9
8

I
A
F−

M
L
A
開
始

2
0
0
1

I
L
A
C−

M
R
A
開
始

　

現
在
、
I
E
C
内
の
組
織

で
あ
る
I
E
C
の
適
合
性
評

価
評
議
会
（
C
A
B
）
が
お

こ
な
う
認
証
ス
キ
ー
ム
は
図

1
に
あ
る
よ
う
に
4
種
類
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
キ
ー
ム

内
も
細
分
化
さ
れ
て
い
る
。

今
回
の
主
題
で
あ
る
C
B
ス

キ
ー
ム
と
呼
ば
れ
て
い
る
の

は
4
つ
の
う
ち
の
1
つ
で
あ

る
I
E
C 
電
気
機
器
・
部
品

適
合
性
試
験
認
証
制
度
（IE

C
E
E
:
IE
C
S
y
ste
m
f

or
C
on
form

ity
T
est

in
g
an
d
C
e
rtificatio

n
o
f
E
lectricaI

E
q
u
i

p
m
en
t
an
d
C
o
m
p
o
n

e
n
ts

）
の
内
で
、 
I
E
C

E
E
0
2
｢
C
B
ス
キ
ー
ム

規
則
及
び
施
行
規
則
｣
で
規

定
す
る
制
度
で
あ
る
。
I
E

C
E
E
に
は
そ
の
発
展
形
と

い
え
る
C
B−

F
C
S
と

い
う
認
証
ス
キ
ー
ム
も
あ
る

た
め
、
C
B
ス
キ
ー
ム
＝
I

E
C
E
E
で
は
な
い
。

　

I
E
C
E
E
に
加
盟
で
き

る
の
は
1
国
1
機
関
と
限
定

さ
れ
て
お
り
、
加
盟
国
（M

e
m
b
e
r
B
o
d
y
以
下
M

B

）
は
そ
の
国
の
C
B
ス

キ
ー
ム
の
認
証
を
担
当
す
る

認
証
機
関（N

ation
alC
e

rtificatio
n
B
o
d
y
以

下
N
C
B

）
を
指
定
し
、
こ

の
N
C
B
が
い
わ
ゆ
る
製
品

認
証
機
関
の
役
目
を
お
こ
な

う
。
図
1
で
の
M
B
や
C
B

の
数
を
見
れ
ば
そ
れ
ら
の
制

度
の
広
が
り
を
推
測
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

C
B
ス
キ
ー
ム
で
は
、
使

用
さ
れ
る
規
格
は
I
E
C
に

よ
り
運
営
さ
れ
る
の
で
、
使

用
さ
れ
る
規
格
は
原
則
I
E

C
規
格
の
み
に
制
限
さ
れ

る
。
こ
の
C
B
ス
キ
ー
ム
は

基
本
的
に
型
式
試
験
と
い
っ

て
、
提
出
さ
れ
た
製
品
が
規

格
に
適
合
す
る
か
否
か
を
試

験
す
る
の
み
で
あ
る
。
図
2

に
具
体
的
に
C
B
ス
キ
ー
ム

に
よ
り
如
何
に
1
か
所
の
試

験
結
果
が
世
界
で
受
け
入
れ

ら
れ
る
か
の
プ
ロ
セ
ス
を
示

し
た
。
ま
ず
、
申
請
者
は
輸

出
先
国
と
試
験
の
申
請
国
を

特
定
し
、
申
請
国
の
N
C
B

（
A
）
に
対
し
て
製
品
が
規

格
に
適
合
す
る
か
の
証
明
を

求
め
る
。
審
査
を
受
け
た
N

C
B
（
A
）
は
試
験
を
試
験

所（C
B
T
estin

g
L
abo

ratory
以
下
C
B
T
L

）に

お
こ
な
わ
せ
、
C
B
T
L
は

試
験
レ
ポ
ー
ト（T

est
R
e

p
ort
以
下
T
R

）
を
発
行

す
る
。
N
C
B
（
A
）
は
そ

の
結
果
に
基
づ
い
て
C
B
試

験
証
明
書（C

B
T
est
C
e

rtific
a
te
以
下
C
B
T

C

）
を
発
行
す
る
。
申
請
者

は
こ
の
C
B
T
C
と
T
R
に

よ
り
、
輸
出
先
国
の
N
C
B

（
B
）
に
対
し
て
、
そ
の
国

内
規
制
へ
の
適
合
の
申
請
を

お
こ
な
う
。
そ
の
結
果
輸
出

先
国
で
の
国
内
規
制
へ
の
適

合
が
認
め
ら
れ
、
製
品
を
輸

出
で
き
る
。

　

こ
こ
で
、
I
E
C
の
中
の

ス
キ
ー
ム
だ
か
ら
と
言
っ
て

す
べ
て
の
I
E
C
規
格
が
C

B
ス
キ
ー
ム
の
対
象
で
あ
る

わ
け
で
は
な
く
、
I
E
C
規

格
全
体
の
規
格
数
で
あ
る
6

7
5
5
に
対
し
現
在
C
B
ス

キ
ー
ム
対
象
の
規
格
数
は
2

7
2
2
で
あ
り
、
C
B
ス

キ
ー
ム
に
使
え
る
規
格
は
特

定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

該
当
規
格
の
数
は
増
え
つ
つ

あ
る
。

　

各
国
の
国
内
規
制
に
お
い

て
は
、
サ
ン
プ
ル
を
試
験
す

る
だ
け
で
な
く
適
合
し
た
製

品
が
継
続
的
に
生
産
さ
れ
る

こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
工

場
を
検
査
し
て
要
求
に
合
致

す
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と

も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
生
産

に
関
す
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
を
検
査
し
合
格
す
る

こ
と
を
求
め
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
の
場
合
、
申
請
者
の

生
産
国
の
工
場
に
対
す
る
工

計
量
と
適
合
性
評
価

計
量
と
適
合
性
評
価

計
量
と
適
合
性
評
価
（16）

長
野
計

長
野
計
器器

技
術
顧

技
術
顧
問問

奈
良
広

奈
良
広
一一

場
検
査
が
必
要
と
な
り
、
輸

出
先
の
国
の
N
C
B
（
B
）

が
生
産
国
の
工
場
に
検
査
に

訪
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
試
験
部
分
は
C
B
ス

キ
ー
ム
で
順
調
に
い
っ
て
も

工
場
検
査
で
の
プ
ロ
セ
ス
で

は
ブ
レ
ー
キ
が
か
か
る
こ
と

は
避
け
ら
れ
な
い
。

　

そ
う
で
は
な
く
、
申
請
国

の
工
場
を
申
請
国
の
N
C
B

が
あ
ら
か
じ
め
工
場
検
査
を

お
こ
な
い
、
そ
れ
も
含
め
て

輸
出
先
国
が
受
け
入
れ
れ
ば

ス
ム
ー
ズ
に
な
る
こ
と
が
想

定
さ
れ
る
が
、
こ
の
工
場
検

査
は
通
常
の
C
B
ス
キ
ー
ム

に
は
含
ま
れ
な
い
。CB

F
u

llC
ertification

S
y
st

em

（
以
下
C
B−

F
C
S
）

と
い
う
C
B
ス
キ
ー
ム
の
発

展
形
が
そ
の
対
策
と
し
て
お

こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
受
け

入
れ
て
い
る
の
は
C
B
ス

キ
ー
ム
全
体
の
参
加
国
の
一

部
に
と
ど
ま
る
。

　

C
B
ス
キ
ー
ム
に
お
い
て

と
う
き
ょ
う
の
計
量
⑧
⑨
面
の
つ
づ
き

（第三種郵便物認可） 2020年（令和 2年）3月1日（日）（10）第3277・78号

は
、
こ
こ
で
み
た
よ
う
に
C

B
T
C
（
+
T
R
）
の
信
頼

性
が
要
で
あ
る
。
ど
の
よ
う

に
担
保
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
？
図
3
に
認
定
制
度
の
場

合
と
の
対
比
を
示
し
た
。

　

C
B
ス
キ
ー
ム
に
お
い
て

特
徴
的
な
こ
と
は
、
そ
の
N

C
B
に
対
す
る
力
量
確
認
の

方
法
で
あ
る
。
国
（
M
B
）

は
N
C
B
候
補
を
推
薦
で
き

る
が
、
そ
の
N
C
B
候
補
が

N
C
B
と
し
て
認
め
ら
れ
る

に
は
N
C
B
同
士
の
相
互
査

察
に
よ
り
そ
の
力
量
が
確
認

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
の
お
墨
付
き
だ
け
で
は
他

の
国
は
信
用
せ
ず
、
相
互
査

察
の
結
果
を
使
う
と
い
う
設

計
で
あ
る
。
詳
し
い
内
容
は

I
E
C
E
E
0
2−

3
に

あ
る
が
相
互
査
察
の
メ
ン

バ
ー
は
他
の
N
C
B
か
ら
派

遣
さ
れ
、
認
証
機
関
に
対
す

る
要
求
事
項
、
I
E
C
規
格

や
試
験
内
容
に
熟
知
し
た
専

門
家
か
ら
な
る
チ
ー
ム
で
あ

る
。
一
方
認
定
機
関
に
お
い

て
は
、
そ
の
評
価
は
あ
く
ま

で
認
定
機
関
同
士
の
相
互
評

価
で
あ
り
、
同
じ
相
互
評
価

と
い
っ
て
も
C
B
ス
キ
ー
ム

と
比
べ
て
認
証
機
関
に
対
し

て
は
一
段
階
間
接
的
な
力
量

評
価
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い

と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
し

か
し
C
B
ス
キ
ー
ム
に
と
っ

て
認
定
の
結
果
を
効
果
的
に

使
う
こ
と
は
ス
キ
ー
ム
の
運

営
コ
ス
ト
を
下
げ
、
同
様
の

審
査
の
重
複
を
避
け
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
か
ら
検
討

が
続
け
ら
れ
て
い
く
だ
ろ
う

と
は
想
像
で
き
る
。

　

次
回
は
、
C
B
ス
キ
ー
ム

が
現
在
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ

て
い
る
か
を
統
計
な
ど
に
よ

り
紹
介
す
る
。




